


   

 

別紙 

地拵（刈払のみ）特記仕様書 

 

 

  本事業における地拵作業は、植付作業を行う上で支障となる雑草、笹、雑灌木等の刈払

いを行うものであり、作業内容等については「Ⅳ 関東森林管理局仕様書」の「６ 下刈

（全刈）」を準用する。 

  なお、作業実施時点では植栽木が無いため、「Ⅳ 関東森林管理局仕様書」の「６ 下

刈（全刈）」（１）②～⑥は適用しない事とする。 



   

別紙 

 

                          植 付 特 記 仕 様 書 

 

  １ 苗木の仕様  

 

樹  種 長 さ 根元径 コンテナ容量 本数 林小班 

ヒノキ 30ｃｍ～ 3.5ｍｍ～ 300 または 150cc 9,100 本 1222 い 1 林小班 

テーダマツ - - 300 または 150cc 2,500 本 1224 い林小班 

ス ギ 

（支給品） 
- - 300 または 150cc 3,720 本 1224 い林小班 

ヒノキ 

（支給品） 
- - 300 または 150cc 1,600 本 1224 い林小班 

 

（１） 定められた配布区域内とするが、産地は指定しない。 

（２） 形状比（ 苗長／根本径）100 未満を目安とし、これを超える場合は、根鉢や枝葉の発育

状況により良好な苗木であることが確認できることを前提に監督職員と協議すること。 

（３） 1224 い林小班は支給苗で引き渡しは現地となる。引き渡し時期は監督職員と協議するこ

と。 

                                                             

 

   ２ ｈａ当たりの植付本数及び苗木の植付間隔 

 

植 付 樹 種
 ｈａ当たりの 

植付本数 (本) 

苗木の植付間隔 （水平距離） 
適用林小班

 

列       間 苗       間 

ヒノキ 

ス ギ 
２，１００本 ２．２ ｍ ２．２ ｍ 

１２２２い１ 

１２２４い 

テーダマツ ２，４００本 ２．０ ｍ ２．０ ｍ １２２４い 

（１） 寸法の単位は、ｍ以下１位（１０ｃｍ単位）とする。 

（２） 1224 い林小班は検定林となり、植栽については監督職員により指示する。  

 

 

 
















